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ア メ リ カ 商 法 の 展 望

喜 多eTr肪

序 説

沿 革上 ドイ ツ法 系 に属 す るわが商 法が アメ リカ法 化 され て きた今 日,ア メ リ

カ商法 の理 解 は わが 商法 学 徒 の急務 で あ るが,系 譜 の異 る この領域 に分 け入 つ

て,個 々の比 較 きれ るべ き制 度 を探求 す る場 合 に,あ らか じめ全 体 の見 わた し

を えて い た な らば,便 宜 で あ る こと はい うまで もな い

本 稿 は,ア メ リカ商 法 の大 要 を,ド イツ商 法 に親 しん で きた頭 に もわか り易

い形 で,出 来 るだ け 簡単 に描 き出 そ うとす る もので あ る。 とい つ て も,ド ィッ

流 の統 一 的 な 国 家法典 の形式 にお い て ア メ リカ商 法 と称 す べ き纒 まっ た もの は

存 在 しな い ので あ るか ら,そ の概 要 を語 る こと もは じめか ら無 理 な 企 て とい う

ほか は ない 。 し男〉し,幸 い ドイ ツの商 法 雑 誌 の一 論 説 に きわ めて手 際 の よい纒

め方 を最 近偶 目 した の で,そ れ を参考 に しなが ら,ア メ リカ商 法 の展 望 を試 み
く　　

た い と思 う。

(1〕 概 念 。 概 括 的 仕 方 で 商 法 を あ る程 度 まで取 扱 つた書 物 は ア メ リカで

略 見 られ ない わ けで は な い。 しか し,そ れ ら は 大低 ド イツ に お け る 「商 法 」

(Handelsrpcht)の 概 念 よ りも遙 か に広 い範 囲 に 亘 る も の で,従 つ て 「商 法」

(CommercialLaw)と 銘 打 つた もの は殆 どな く,そ の代 り 「営 業法 」(Business

Law)と い う標題 を掲 げて い るのが 普通 で あ る。 この種 の書 物 には わ れ われ の

い わ ゆ る法 学通 論 ・民 法 ・訴 訟 法 さて は労 動 法 な どの一 部 ま で も が収 め られ て

あつて,ド イ ツ法 的 な感 覚 で そ れ を受 取 ると,む しろ 「経 済 法 」(WirtSchafts・

(2)

recht)と い うに近 い の で あ る。 実 際,「 営 業 」(business)の 語 は ア メ リカ法 上

(1)Jadesohn,``GrundztigedesamerikanischenHandelsrechts,,(1956),zHRl19,

S二22ff.

(2)Jadesohn,``DiehandelsrechtlicheGesetzgebungderNachkriegszeitinden

VereinigtenStaaten"(1954),ZHR116,S.226.
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一定 の意味 を与 え られてお らず ,ひ ろ くあ らゆ る営利経済活動 を指す もの と理
くき　

解 きれ てい る。だ か ら,営 業 法 な る書 物 は,弁 護 士 の養成 を 目的 とす る専 門 的

な 法学 教 育 の機 関 た る法 学部(LawSchool)で は 使 用 さ れ ない ので あつ て,

商 学 部(Busine鉾School)の 課 程 に お いて,ま た カ レジや ハ イス クール の商 業

課 程 にお い て,い わゆ る 「商 業 教 育 」(busineSSeducation)の 一環 として 実 業

者(businessmen)の 活 動 と くに公 認 会 計士(C・P・A・)の 職 業 に必 要 な法 の

基 礎 的一 般 的 な理 解 を与 え る教 科書 とな つて い る。 ア メ リカ商 法 の概 念 をか よ

うな もの の なか に求 め るの は,広 漠 と し過 ぎて い て,適 当 で ない よ うで,あ る。

結 局 、法 学 部 の課程 に お い て 「商 取 引 法 」(CommercialTransactions)と 称

され て い る商 法 の 行 為 法 的 部 分 に,「 組 合 法 」(Partnershipg)や 「会社 法 」

(COrPOrations)の 組織 法 的部 分 を配 した もの を根幹 に して,ア メ リカ商 法 の概

念 を作 り上 げ るの が,ド イ ツ商 法 の仕 組 み と比 較 す るに最 もよ い方 法 で あ ると

考 え られ る。

(2}歴 史 。 ア メ リ カ開拓 当初 の人 々は,母 国 イギ リス か らその 裁判 慣 行 と

して 発達 した 「普 通 法 」(CommonLaw)を 携 えて 移 住 して きた が,商 人 取 引

の 裁 判 に お い ては,普 通 法の 諸 原 則 の ほか に更 に 「商 人 法」(MerchantLaw)

の諸 規 則 を適 用 した 。 これ は商人 の慣 行 か ら生 成 した もの で あつ て,は じめ は

特 殊 な商 人裁判 所 で特 別 に適 用 され たが,後 に普 通 法裁 判所 が商 人 の事件 を も

管 轄 す る にい た つて,そ こで の商 事裁 判 に おい て 商 人的 慣習 として尊重 され る

ごとにな つ た 。 これ に は,普 通 法 の厳 格 性 を緩 和 して裁 判 の具体 的 な妥 当性 を

期 す るた め の衡 平 法(EquityLaw)に もとつ く考慮 が働 いて い た こ とは,い

うまで もない。

ア メ リカ商 法 は この普 通法 と衡 平 法 とへ の依 存 か ら脱 却 す る過程 の うちに 生

成 した ので あ る。1776年 各植 民 地が 母国 か ら政治 的 に独 立 して以 来,人 々 は イ

ギ リス 伝 来 の法 をせ い ぜ い学説 ・判 例 に よつ て 醜 縫 的 に補 完 す る ことに永 ら く

満 足 して い た。独 立 当時 に形 成 され た連 合規 約(ArticlesofCoiifederation)は

一 の国 家連 合(Staatenbund)に もとつ くものに す ぎな か つ たか ら,ま だ ア メ

(3)Black,LawDictionary,(1951),P.248.
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り 力独 自の法の申央権力的 な解放 は勿論 の こと,そ の地方的 な解 放 の 気 運 す

らもが生 じなかつ たのは,当 然 で ある。1789年 連 邦 憲 法 に よ つ て 連 邦 国 家

(Bundesstaat)の 申央権力 が アメ リカ法解放 の萌 しを見せ たが,そ の解 放事業

の 大部分は各州 に委せ られたので あ る。連邦議会 は憲法上主 として州際商業,

外国貿易 およびイ ンデ ィアン部 落 と の取 引 を 規制 す る権限 を有 したにす ぎな
(1)'い
。 いか に も中央権力 としてはそのほかに破産法 ・出版法 ・特 許法 な どの特別

ゆ 　

な領 域 にお け る立 法 権 もあっ たが,し か し各州 は連 邦法 の さよ うな 範 囲 に お け

る統 一 的 規制 に反 しない か ぎ りで,無 制限 な立 法 権 をその管 轄 区 域 内で 行使 す

る こ とが で きた。 こ こか らして,永 い年 月 の あ いだ に無 数の 州 法 が 普通 法 お よ

び 衡平 法 の将 外 に形 成 きれて い つ た 。

これ らの州 法 は経 済 的 発展 に即 応 す るた め の新 た な 法 的 規制 の要 請 に由来 す

る もので あつ たが,そ の結果 に お い ては繁 雑 な法 律状 態 を もた らしたので,こ

の 側 面 か ら多様 な法 規 定 の統 一化 が 要 望 され るにい つ た 。 け れ ど も他面 にお い

て,各 州 の立 法 権 を申央 政府 の規 制 に都 合 の よい よ うに制 約 す る こ とは,こ の

連 邦 国 家の伝 統 に反 す る もの で あつ たか ら,残 きれ た途 は,そ れ ぞ れ の領 域 で

統 一 的 な法規 定 の 草案 を作成 して,こ れ らを各 州 に採用 させ るよ うに勧 告 す る

こ とで あっ た。 ア ラバ マや テ ネ シー の地 方 法 曹会,そ して と くに中央 の ア メ リ

カ法 曹会(AmericanBarAssociatior・)の 提 案 で,諸 州 の 法 学 者 お よ び実務 家

を 集 めた 「全 国起 草委 員 会 」(NationalConferencesoftheCommissioners)が

毎 年 開 催 され る ことに なつ た。 この会 議 は1896年 以 来既 に100以 上 の統 一 法案

を作 成 し,約20の 要 綱案 を提 出 した。 要 綱 案 とは差 当 り統 一化 の困 難 な 法域}と

お いて 将 来 のす み やか な立法 化 に資す るた めの もので あ る。 商 法 の領 域 でIS:'

約 束 手形 ・為 替 手形 ・小 切 手 に つ い て 統 一 流 通 証 劣 法(UniformNegotiable

InstrumenUgAct),倉 庫 証 劣…・船 荷 証 券 につ い て統 一 倉庫 証 劣 法 お よび統Pt船

荷 証 券 法(UniformWarehouseReceipts&UniformBil180fLadingAct),

株 式 譲 渡 につ い て統 一 株式 譲 渡 法(UniformStockTran8ferAct),組 合設 立

dic?い て統 一 組 合法 お よび統 一 合資 会 社 法(UniformPartnershiPs&Unifo「m

(1)C・nst.,Art・ISect.8(3).

(2)Ccnst,Art.ISect.8(4)and(8).
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LimitedPartnershipsAct),動 産 売 買 につ い て統 一 売買 法 お よび統 一 条 件 附売

買法(UniformSales&UuiformConditionalSalesAct)と いつ た統 一 法 案

と幾 つ もの要 綱 案 が起 草 され た。

しか し,こ れ らの草案 はす べ て の州 にお い て 立 法 の 基 礎 と され た ので は な

く,ま た これ らを立 法 と して採 用 した州 にお いて も,裁 判 所 の解 釈 が ま ち ま ち

で あつ た た め,商 法統 一 化 の成 果 は 余 りあが らなかつ た。 そ こで,ア メ リカ法!

学 部連 盟(AssociationofAmericanI・awSchools)の 発議 で,別 の方 法が 採 ら

れ る ことに なっ た。 これ は,各 種 の部 分 的 な商 法規 定 を一個 の統 一 的 な法律 草

案 に纒 め上 げて,そ れ を総 体 として各 州 に採 用 させ るよ うに提 案 す る こ とを狙

っ た もので あ る。 アメ リカ法 の統 一・化 と簡素 化 と を 目的 と して法 学 者 と実 務 家

とが ペ ンス ィル ベ ニ アの フ ィラデル フ ィアに集 つ て 組織 した アメ リカ 法律 協 会

(AmericanLawInstitute)の 協 力 の もとに,1945年 愈 々統 一商 法 典 編纂 の 仕'

事 が 開 始 され た。 この事 業 は1952年 まで継 続 され,そ の間,起 草者 た ちが 近 代

経 済 の要 請 に適合 した商 法 の創 造 と そ の解 釈 上 の不統 一 の可 及 的 回避 に努 力 を

傾 け た甲 斐 あつ て,出 来 上つ た草 案 は ひろ く法 学 界 の注 目を浴 び た。1955年 に

は,寄 せ られ た批 判 を 出来 るだ け考 慮 に入 れて,第 一 次 の 修 正 案 を纒 め て い

(3)

る。 けれ ど も,こ れ ま で の と ころ ペ ンス ィル ベ ニ ア州 が この統 一商 法 典 を採 用

し,1954年1月1日 を もつ て実 施 した ほか,他 の州 で は未 だ そ の採 否検 討 の段

(4》階
に あ る。

「統 一 商 法典 」(UniformCommercialCode)と 称 す る この草 案 は10条 か ら

成 り,第1条 は権 限 問題 と商 取 引上 の信 義則 とを,第2条 は売 買 の諸原 則 そ の

他 を,第3・4・5条 は 商 業証 券 ・銀 行 営 業 の諸 問題,と くに預 金 の問題 を、第

6条 は包 括 譲 渡 を,第7条 は倉 庫 証 劣 お よび船 荷証 券 を,第8条 は投 資証 券 を,

第9条 は商 取 引上 の 担 保 を,第10条 は本法 の効 力発 生 時期 お よ び廃 止 法 規 を定

(3)AmericanLawInstitute,SupPlementNo.1totheUnifermCommercialCode

(1955)・

(4)1954年 の 暮 れ に ニ ユ ー ・ヨ ー ク市 で 開 か れ た ア メ リカ法 学 部 連 盟 の年 次 大 会 に

わ た く しは ハ ーバ ー ド大 学 法 学 部 か ら参 加 した が,こ の 会 議 で は,ペ ンス ィル ベ ニ

アに 於 け る統 一 商 法 典 実 施1年 の 成 果 と経 験 とが 報 告 され た 。 と くに商 法 教 育 上 の

効 果 が 指 摘 され た こ とを想 起 す る。

」

、
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(5)
め てい る。

以上の よ うな事情 の もとで アメ リカ商法の現状 を概観す るには,統 一商法典

を出発 点 とす ることはで きない。統 一法案 が各州 に採 用 され て いないか ぎ り

で,連 邦お よび各州 の諸法規 を考察せ ねばな らぬか らで ある。

ノ 1商 組 織 法

A商 人 的 企 業

企業 の主要な形態 は個 人商人 ・商事組 含 ・株式会社 な どで ある。 これ らを一

括 した特別 の立法は アメ リカにはない。 しか し,各 種企業の組織法的側面 の う

ちで,破 産手続 については,連 邦憲法上 の授権に もとづ き連邦議会 と)制定 した

一般的 な統一立法が あ る。

(1}破 産手続。 現行 の破 産法(BankruptcyAct)は1898年 制 定 以 来 多 く

の改正 を受けた。 本法は法定の枠 内におけ る債権者の満足 と法定 の処 置に よる

債務者 の更生 とを 目的 とす るもので あつて,債 務 者 の 申立 に よ る任意的破産

(voluntarybankruPtcy)と 債 権 者 の 申 立 に よ る強 制 的破 産(involuntary.

bankruptcy)と を区別 してい る。 しか し,こ れは破 産開始 の仕方 の差 異で あつ

て,そ の後の破産手続においては両者 とも同様 であ る。破 産裁判所 は管 轄の地

方裁判所(DistrictCOUrt)で あ る。債務者が債権者 の公 平 な 満 足 を妨 げ る虞

れ の あ る場合 には,裁 判所 は,破 産管財人の就任 まで,財 産保全 のため暫定的

に収益管理人(receiver)を 任命す ることがで きる。破産宣告があ ると,破 産審

査 人(referee)が 第一回 の債権者集会 を招集 し,こ こで破 産管財人が選任 され

る。破産管財人 は資産換価 の処分 を なし,所 定 の費用 を控 除 した残額 を債権者

の あいだ に分配す る。 この際,税 金債権 や あ る種 の賃銀債権は一般 の債 権に優

先 して,弁 済 され る。か くして,彼 は最後の債権者集会 まで に 速 か に 計 算 報

告書 を提 出 しな ければ な らな い。 弁 済 に 充 当 され る い わ ゆ る 「破 産 配 当」

(dividend)の 分配は審査人 の確認 をえて歩合によ り管財人の側で行 われ る。以

(5)AmericanLawInstitute,TheUnif◎rmCommercialCode(1952),⊥0条 か ら 成

るといつて も・各条は数多 くの項 目に分たれ ・詳細を極 めてい るので ・全体 とし丁

は 彪 大 な もので あ る。
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上 の手続 に もとづ き,債 務者 は裁判所 の定めた期 間 内 に 免 責 の 申立をな し う

る。 利害関係人お よび連邦検事 はその知 らせ を受け ると,債 務者の破産犯罪 や

帳簿の ごまか しな どを理由に異議 の申立 をな し うるし,裁 判所 の側で もそれに

もとづ き一定の要件 の もとに免責 を撤 回で きる。破 産手続 後,債 務者が債務 を

完済す ることは別段禁止 されていないが,そ のよ うな約束 は書面1とよ らねば無

効 で あ る。なお,破 産手続 中で も和議 は可能 であ る。

〔2)企 業形態 。a)個 人商人。 最 も簡易な企業で ある。権利能力 および

行 為能 力の あるすべ ての人 は この形式 を利用す ることがで きる。 勿 論,個 々の

州 および時には都市が一定 の営業(例 えば,質 屋 ・酒精飲料販売 な ど)に つい

てその開業を免許制度 としてい る。個人商人は 自己 の氏名または假想 の名称 を

商号 として使用 し うるが 、 これ によつて誤認 を生ぜ しめることは禁止 され る。

大低 の州 では商号 を官庁 に登録せ しめ るの を常 とす るが,商 号 た る名称 の専用

権的保護 は拒否 されて きた。

個人商人 は企業危険 を単独 で負担 し、 また単独 で企業利潤 を収得す るか ら,

営業創立に関す る特別 な書類 の作成 は一般 に不要で あ ること勿論で あ る。 企業

の継続 は当然 に個人商人 の意思によつて決定 され る。 但 し,官 庁の干渉 や債権

者 の影響 でその商人 の意 思 に反 して企業の終 了が もた らきれ ることもあ る。
ロ 　

b)商 事組合。 大 多数 の州 では,統 一組合法(1914年)腎 に大小の部分的変

更 を加 えて,こ れを採用 した。 フロ リダその他若干の州で は今 なお普通法 を,

また ジ 。一ジ ァや ノース ・ダ コゥタな どの諸州 では特 別 な法規 を適 用 してい る「

が,こ こでは統一組合法 の内容か ら出発 しよ う。

統一組合法 によれば,権 利能力および行為能力 あ る二 名以上の人は営利の 目

的 をもつて この組合 を組織す る ことが で きる。 彼 らは商 号 として組合関係 を表

示 す る附加部分(Co・)を もつた一組合員 の氏 名ま71ζ 全 組 合員 名 もし くは假

想 の名称 を使用す ることがで きる。 商 号は誤認 を生 ぜ しめない もので あれ ばよ

い。大低 の州では假想の名称 のみ を官庁 に登録せ しめてい るが,商 号た るあ ら

ゆ る種類の名称 を登録せ しめてい る州 もある。

(1)E.9.Arizona,Califomia,Illinois,Massachusetts,Michigan,Minnesota,New
Y(rrk,NorthCarolina,Utah,Wyoming.



ア メ リ カ 商 法 の 展 望(喜 多)-7-一

い わゆ る詐欺 防止 法(Statu亡eofFrauds)の よ うな特 別 の法 律 が別 段 の規 定

をせ ぬか ぎ り,組 合 契約 そ の もの は 口頭 で締 結 して よ い。 しか し,通 常 は組合

定 款(articleSofcopartnさrship)と 呼 ば れ る書 面 の形 式 に よ る。 そ の中 に は,

組 合 員 の氏 名,住 所,出 資額,組 合所 在 地,目 的,存 続 期 間 な どが含 まれ る。

別 段 の特 約 な きか ぎ り,組 合員 は 業務執 行 につ い て均 等 な議 決 権 を有 し,損

益 につ いて 均等 な 持 分 を有 す る。 各 組 合員 は帳 簿 閲 覧権 と と もに 業務 の明細 お

よび 計算 の状 態 を完全 に知 る権 利 を もつ 。 個 々の組 合員 は,組 合 の た めに特 別

の 出損 を した と きは,特 別 に 賠償 を受 け る.そ れ は と もか くと して,彼 は 組 合

員 た るの義 務 を先 ず 忠 実 に果 きな けれ ば な らない 。 組 合 の債 権 者 に対 して 組合

の全 債 務 につ い て の無 限 責 任 を彼 は背 負 つ て い る。 組合 の 存 続期 間 は一般 に組

合員 の意 思 に依存 す る。 しか し,組 合 の 解散 は組 合 員 の意 思 に もとつ か ず に行

われ る こと もあ りう る。 一 組 合員 の死 亡 は,別 段 の特 約 な きか ぎ り,原 則 とし

て 組 合 関係 を終 了 せ しめ ない 。 しか し、破 産 又 は裁 判所 の相 当 な決 定 はそ の終

了 を もた らす 。 さよ うな決 定 は,例 えば組 合員 が 精 神病 そ の他 で 組 合参 加 の能

力 を失 つ た と き,ま たは損 失 の た め組 合 の継 続 が期 待 し えな くなつ た と きに、

予 想 され る。

け れ ど も,解 散 決議 また は解 散命 令 は直 ちに組合 関 係 の終 了 を もた らす もの

で は ない 。 先 ず現 務 の結 了 が な され ねば な らな い。 債 権 は取立 て られ,取 立 て

た もめ は清算 の た めに使 用 され る(wh・dingup)。 組 合員 は もは や新 た な 営 業

を なす 権能 を有 しな い 。 もし も彼 らの間 に 清 算 の た め の 協議 が整 わ な いな ら

ば,裁 判 所 は管 理 人(receiver)を 任 命 す る ことがで きる。 そ うす れ ば、 この管

理 人 が 清算 を執 行 す る。 清算 に 当つ て は,先 ず 組合 の債 権 者 に債 務 の弁 済 が な

され る。 そ の後 で,組 合 員 か ら組 合 に供 与 され た貸 付金 が あれ ば,そ の返 済 が

な され る。 そ れ か ら,出 資額 の償 還 で あ る。 最 後 に なお残 余財 産 が あれ ば,そ

れ は組合 契 約 に従 つ て組 合員 の間 に分 配 され る。 組 合員 の脱 退 は そ の組 合員 を

して組 合 債務 につ いて の責 任 を解 除せ しめな い とい うこと も,注 意 す べ きで あ

る。

c)匿 名組合 。 ア メ・リカ法 で は 元 来 三 種 の 匿 名 組 合 員(silentpartner,

dormantpartner,secretorundisclosedFartner)が あ るが,そ の法 律 上 の地 位
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には きした る相異 はない。彼 らは何れ も業務執行には関係 しない。 その決律上

の 性格 に反す ることよ りして,当 然で ある。 同じ く商号申 に も彼 らの参加 を表

示 す る名称 は含 まれない。 しかしその他の点では彼 らは普通の組合員 と同じ権

利 を有 し,ま だ組合契 約上 と くに与 え られた権利 を もつ。 組合の債務について

は通常 の組合員 と同じ責任 を負 い,そ のか ぎ りで,彼 らの組合参加 を知 つた債

権 者か ら履 行の請求 を受 け る。 これ に関連 して注意すべ きは,故 意ま たは過失

に よつて組合員で あ るか の ごとき行動 をした者 は,そ の第三者に対 す る責任に

ついては組合員 として看倣 され るとい うことで ある。 但 し,そ の者 はこのゆえ

に営業利潤 に参加す る権利はない。.

d)合 資会社。 アメ リカ法 は一種 の合資会社 を認めてい る。半数以上 の州

ゆ ク

は統一合資会社法(1916年)を 採 用 してい るが,そ の うちでニユー ・ヨーク州

の よ うに,こ れに修正を加 えてい る州 も可成 り多い。 オハ イオ ウ,オ レゴ ン,

テ クサスな どの諸州では特別立 法 を施行 してい る。 定款 は一般 に州所定 の官署

に登録 しなけれ ばな らない。 それには会社 の種類,目 的お よび存続期間,な ら

びに一般社員(generalpartners)お よび有 限責任社員(limitedpartners)の 氏

'名 などの重要事項 を記載 す る
。 商号には,有 限責任社員の氏 名を含 めてはな ら

ない。

有限責任社員 は一般 に業務執行 に参加す る権限 を有 しない。 その責任の範囲

と矛盾す るか らであ る。 しか し,帳 簿閲覧権,業 務状態お よび計算関係 の了知

請求権,出 資 お よび責任に応 じた利潤分配請求権 は これを有 し,ま た場合 にょ

っては解散請求権 を もつ こと もあ る。 そ の死 亡は原則 として解散請求 の原因 と

はな らない。 別段明示 の特約な きか ぎ り,彼 は一般 に全社員 の同意 をえてのみ

自己 の持分 を譲渡す る ことがで きる。 債権者 に対 しては 自己の出資 を限度 とし

て責任 を負 う。

合資会社 は有 限責任社員 を含 むか ら,そ の解散に当つては残 余財産 の分配 に

特 別な ものが ある。先ず債権者への弁 済が なされ るのは当然であ るが,次 に有

限責任社員へ の利潤分配 な どが行われ,そ れか ら彼 らに出資額 を出来 るだけ償

(2)E.9.Arkansas,Californja,Florida,Massachusetts,Maine,NewYork.
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還 して,然 る後 は じめ て,も し も一 般 の無 限責 任社 員 が 何 らか貸 付 金 や特 別 出

損 を して あつた な らば,こ れ を払 戻 し,更 に彼 らの利潤 分配 を行 い,最 後 に彼

らの出資 を償 還 す るの で あ る。

e)株 式 社 団 。 マ サ チ ューセ ツ,ニ ユ ー ・ヨー ク,テ クサ ス な ど多 くの州 で

はそ れ ぞ れ株式 社 団(jointstockcompany)の 法制 度 を もつ て い る。 これ は,

株式 会社 形 態 を採 りえ なか っ た若 干 の企 業,例 えば鉱 山業 や保 険 業 のた め に存

在 して きた もの で,一 般商 事 組 合 的性 質 と株 式 会 社 的 性 質 とを兼 ね備 えて い

る。す な わち,一 面 に おい て それ は法 人格 を有 せ ず,社 員 は共 同 して の み訴 訟

当事 者 とな り うるだ けで,社 団 の債 務 につ い て も無 限責 任 を負 う。 しか し ・他

面 にお い て それ は株式(shareS)の 形 式 で資 本 の持分 を与 え,そ の 業務執 行 は社

員 の手 申 に は な く,む しろ理 事 お よ び役 員 に よつ て な され,ま た そ の存立 は社

員 の 脱 退 に左右 きれ ない の で あ る。

f)信 託 会 社 。 一 定 の 目的達 成 のた めの 信託 の形 態 は 暫 々商 法 上 の 目的 の

允 め に使 用 され る。 各 州 の立 法 は それ を種 々 な る目的 の た め に認 めて い る。例

えば,マ サ チ ューセ ツで は有価 証 券 に よ る投 資 を 目 的 と す る投 資 信 託 会 社

(MassachusettsInvestment'1'rust)が あ る。信託 会 社 は一 般 の商事 組 合 と同様

に形 成 きれ る こと もあ るが,株 式 会社 の よ うな構 成 を与 え られ る こと も多い。

そ のい ず れ を選 ぶか は,信 託 会 社 の 受 益 者(beneficiarieS)た るべ き人 々の決

定 す ると ころで あ る。 これ らの受 益 者 が株 式 会社 の形 式 を選 べ ば,彼 らは,恰

も株主 が 取締役 を選 任 す るよ うに,受 託 者 を指 名 す るので あ る。 もし も彼 らが

一 般 商 事 組 合 の形 態 を採 る とすれ ば,自 ら受託 者 の地位 を引受 けて,会 社 債 務

に つ き無限責任 を負 ラわけで ある。 前 者の場 合には・当然後述の株式会社法が

適 用 される。 信託会社 は この場合一 の法人で あつて、選任 された受託者は受益

者 た る社員 のためにな きれ る行為 につ いて高度の責任 を負い,他 面 その行為 は

委託 の範囲内に制限 され る。 受託 者 はその任務 を遂行 し,そ れについての計算

を呈示 しなければな らない。 任務 を完了す る前 に,辞 任 によつて責任 を免 れ る

ことはで きない。

9)株 式会社 。 株式会社 の形 態 はイギ リス法に由来す るが,現 在 これに関

す る立法は各州 の権限で ある。 立法形式 の点では,一 般 法規 に よ る州 もあ れ
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ば,特 別 法規 に よ る州 もあ る。統 一法 案 で は,統 一株式 譲 渡法 が若干 の州 に 採

用 きれ ただ け で,肝 心 の事 業 会社 法(BusinessCorpoationAct)は 殆 ど賛 同 を

えず,1951年 要 綱案 として改 訂 され ざ るを え なか つ た。 そ こで,各 州 法 か ら若

干 の原 則 規 定 を取 り出 して見 ると,

株式 会 社 は法 人で あ る。 そ の存 立 は官庁 の認 許(franchiSe)に 依 る もので あ

り,し か もその 活 動 は 官庁 の監 督 に服 す る。

株式 会 社 の 設立 は,官 庁 に提 出登 録 され る定 款(articlesofincorporation)

に よつ て行 われ る。そ れ には,商 号,営 業所,会 社 の 目的,株 式 資 本,そ の 引

受 人,株 式 の種 類,暫 定 取 締役 会 の構成 員,会 社 の存 続 期 間 を記 載 す る。

株 式 会社 の商 号 は この企 業 の法 律 上 の性 格 を 表 示 す る もの で なけ れ ばな ら

ず,ま た誤 認 を生 ぜ しめ る もので あつ て は な らない 。

引受 に よつ て株主 は株 式 資 本 の持 分(shareS)を 取 得 す る。 この持 分 は普 通

株(commonshares)で も優 先 株(preferredshares)で もよい。投 資 能 力 の あ

る公 衆 を その 出資 の 際 に不 正 の陳 述 に惑 わ され ぬ よ うに 出来 るだ け保 護 す るた

め に、 各 州 は い わ ゆ る 「青 空法 」(BlueSkyLaw)を 制 定 した。株 式 は指 図

証 劣…(Orderpapier)と 同様 に譲渡 可 能 で あ る。株 式 の譲 渡 は裏 書 お よび株主 名

簿上 の登 録 に よつ て 行 わ れ る。 相 当数 の州 が 統 一株 式 譲 渡法 を採 用 して い る。

本 法 は取得 者 に噌 定 の 保護 を与 え る。 勿 論,株 主 に は定款 の規 定 に よつて 株式
モ

譲渡 に関す る制限が課 きれ ることが あ る。 例 え醸,株 主 はそ の譲渡せ ん とす る

株式 を予 め他 の株主全員 またはその株式会社 に所定の条件に従 い 呈示 しなけれ

ばな らないとい うよ うな規 定によつ て。

株主 は株券 交付の請求 権お よび株式譲渡の権利 のほか に,株 主総会 におけ る

議決権,株 式 に もとつ く配当請求 権,帳 簿 閲覧権および残 余財産分配請求権 を

有す る。

株主 の責任は一般 にその資本持分 に限 られ る。彼 は持分 を引受けた な らば,

その全額 支払 の貴 に任ず る。株式譲渡が あつて も,そ れが株主 名簿 に記 入 され

ない間 は,譲 渡 によつて彼 の責任が終 了せ しめ られ ることはない。

(3)E.g.Colorado,ConneCticut,Massachusetts,NewJersey,Texas.

(4)E.g.California,Illinois,Michigan,NewYork,Ohlo。
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株主 はいわゆる取締役会 の構成員 を選任す る。 最初 の取締役員 は原始 定款中

に指名 きれ るのが一般で ある。大低 の法律 は最少三人 の取締役員 を要求す る。

先述の事業会社法要綱案 もまた そ うで あ る。彼.らの最 も重要 な任務は会社 の営

業方 針の決定 にある。 業務執 行のためには,彼 らは職員幹 部 を任命 し,こ れを

監督 す る。-1

一株主 の死 亡または株劣上 の株主権 の譲渡は その株式会社 の存続 に影響 を及

ぼ さないが,株 式会社 は他の原因で終了す る。その終了は前 もつて原始定款 申

に これ を規定す る ことがで きる。 そ うすれば,そ の所定 の期間満 了に よつて 自

動的 に終 才す る。 しかし,株 主 もまた この終了 を決議す ることがで きるので あ

つて,一 連 の州ではそのた めに3分 の2の 多数決 を規定 してい る。 債権者 もまN

た州 の法務長官 を通 じて会社 の強制 解散 を要求 す ることがで きる。 例 えば・会

社 が長期 に亘 り支払不能 であるとか,そ の営業が正規 に行われない とか を理 由

として。 解散 の結果,積 極財産 は株主の間に分配 され るが,こ れ は会社 の公私

債務が弁済 された後で なけれ ばな らぬ こと勿論で ある。 解散 とと もに会社 は一

般 に経 済上死んだ もの と見 られるが,し か し多 くの州 の法律 では,会 社 または

その会社の取締役員が なお必要な清算(windingupofaffairS)を 執行 しなけ
ノ

れ ば な らない範 囲 で,会 社 の存 立 を維 持 せ しめて い る。

最 後 にい わ ゆ る 「州 外会 社 」(fOreignCOrPOrations)に つい て 種 々 特 別 な州

法 が あ る こと も、看 過す べ きで は な い 。州 外会 社 とは,そ の会 社 が成 立 した州

の外 で営 業 を行 う(doingbusineSs)と ころ の会社 で あつ て,そ の 営 業 を行 う,1!

は いか な る場 合 を指 す か に つ いて ・様 々 な解釈 が 行 われて い る。 と もあれ ・ こ

の要 件 が 具 わつ て おれ ば,州 外 会社 は そ の活動 の た めに特 許 を受 け るべ く"特

別 の税 金 を支 払 い,訴 訟 の た め の送 達 を受 け る代理 人 を立 て,そ の他 の特 別 な

義 務 を果 さな け れ ばな らない 。 この会 社 に違 法 の行 為が あ つた と きは,処 罰 さ
くの

れ る 。 多 くの 州 で は,取 締 役 員 お よ び幹 部 職 員 を し て こ の 処 罰 に つ い て の み な

らず1そ の 州 外 会 社 の 債 務 に つ い て 責 任 を負 わ しめ て い る。

B商 人 補 助 者

商 人 の主 た る補 助 者 は 「代 理 人 」(Agenten)と 「使 用 人 」(Angestellten)と

(5)E.g.Colorado,FIorida,ldaho,Massachussett6,Utah,Virginia.
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で あ る。 これ らに関す る法規 の うちで 固 有 の労 働 法 に属す る部 分 は割 愛 す る こ

とに した い 。

ア メ リカ法 で「代理 人 」(ag『nの とい うの は ・第三 者 との関 係 で 他人 ・こ とに企

業者 の た め に行 動 す る一 切 の 人 で あ る。彼 は,あ る範 囲 で 「本 人」(Principal)

の指 図 ・監 督 に服 す る とい う点 で,独 立 企 業 者 た る 「請 負 人」(independent

contractor)と 区 別 され る。 しか し,そ の従 属性 は 「雇主 」(master)へ の そ れ

ほ どに は甚 だ し くな い点 で,「 使 用人 」(Servant)と も区別 され る。

(1}代 理 人 。 ア メ リカにお け る商 事 代理 人 の最 も典 型 的 な例 は,一 定 の地

区 にお い て,あ るい は地 方 的制 限 な し に,活 動 す る 販 売 代 理 人 た る 外 交 員

(salesman)で あ る。 その ほか に,そ の法 律 関係 に お いて や や これ と異 ると ころ

の手 数 料 商 人 た る問屋(factor)や 包 括 代理 人 た る支 配 人(9eneral血anager)

を挙 げ る ことがで き る。更 に,買 手 を見 つ け て,そ の こ とに よ り報 酬 を得 ると

ころ の仲 立 人(broker)も あ る。 これ らは何 れ もア メ リカ法 で は代 理 人の 範疇

に 入れ られ る。

代 理 関係 は大低 の州 で は普 通法 に従 つ て い る。 別 に,カ ル フ ォル ニ アや バヂ

ニ ア の よ うに,特 別 規 定 を置 いて い る州 もあ る。

代 理 契 約 そ の ものは 口頭 で 締結 して よい 。 一 年 を超 え る契 約履 行 が 予定 され

て い るな らば,書 面 の形 式 が詐欺 防止 法 上 必要 と され る。 本 人 の 主 た る 義 務

は,代 理 人 に報酬 を支 払 い,彼 の 費用 を賠償 し,ま た契 約上 の 一切 の 取 極 め を

忠 実 に履 行 す る こ とで ある。 代理 人 は その有 す る法 定 質 権 に よつ て 担 保 され る

点 が少 くない 。

これ に関連 し て注意 す べ きは,代 理 人 が 自 己 の 権 限 を膝 越 す ると きで も・

「本 人 」 は代理 商 の法 的 な行動 につ い て責 任 を負 うとい うこ とで あ る。但 し、そ

の行 動 が 慣習 上 代理 人の 権 限 に属 せ ず,ま た第 三 者 が 代理 人 の 越権 行 為 た る こ

とを知 れ ると きは、 この限 りで な い。

本 人 に対 して は,代 理 人 は忠 実 に行 動 し,そ の委 託 きれ た業務 を真面 目に執

行 し℃,こ れ に関す る計算 を呈示 し な けれ ばな らない 。

代 理 契約 は両 当事 者 の合意 ま た は法 定 の要 件(例 えば,本 人 の破 産,一 方 当

事 者 の死 亡,無 能 力,解 散)に 従 い終 了す る。'

●
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囲 使 用人。 使用人は代理人 よ りも厳格な指図に服す る。 その労働 法的側

面 については詳細な連邦法および各 州法が ある。

使用人 の雇傭契約は口頭で締結 し うるが,そ の契約 の履行が一年 を超 え るべ

き場 合は・ 書面 の形式 を必要 とす る・契 約の存続期 間は当事者の約定 による・

約定 の期 間の満了前 に契約を終了せ しめ ることは,契 約違反の責任を生ぜ しめ

る。 期間の定 めな き契約は,一 般 に両当事者何れ も何 時 で も解 約 で きる。但

し,告 知期間 の特約 あ る ときは,そ れ を遵守 しない当事者に対 して,他 方 当事

者 は何 時で も告知 し うる。
じ

労鹸 係の高度に繊 化されてきた今日では,個 別的労働契約た裾 傭契約

の意義 は益 々失 われでゆ く傾向に ある。 その反面,雇 主 の個人的 な指揮 も今 日

で は高度 に組織化 され た企業の中 にあるので,例 えば運送会社の トラックの運

転手で も運転 の仕事においては使用人で あるが ・荷物 を受取つ て船荷証劣 に署 一

名す るとい うよ うな関係で は,会 社の代理 人で あると見 られ ることが ある。

皿 商 行 為 法

A商 事 取 引

商 事 の主 要 な もの は売 買取 引で あ る。 これは商 品 を約 定 の条 件,こ と に一 定

の価 格 で売 買 す るこ とを 目的 とす る もので あ る・ 故 に ・商 取 引 ⑱基礎 は ・契 約

の原 因 を なす 売手 と買 手 との間 の取 極 め で あ る。 商 事契 約 を一 括 した特 別 の立

法 は ア メ リカで は存 在 しない 。 各 州 の一 般 的 な法 律 に よつ て規制 されて い る。

(1〕 一 般 契 約 。 権 利能 力 お よ び行 為能 力 あ るす べ て の人,ま7cは 正 当 に代

理 され たすべ て の人 は契 約 を締結 し うる。 商 法 上 も然 りで あ る。精 神病 者 ・未

成 年 者 ・・妻 な どの締 結 した契 約 につ いて どの程 度 まで責 任 が成 立 す るか は,州

に よって 規制 を異 にす る。 契 約 の 目的 物 た る商 品 は法律 上 販売 を許 されて い る

もので な けれ ば な らない 。 お よそ,法 定 の要 件 を充 た さぬ契 約 は無 効(void)

で あ る。 ま た,重 大 な錯 誤 ・詐欺 ・強 迫 な ど を 理 由 に 契 約 は 取 消 さ れ うる

(voidable)。

契 約 そ の もの は有効 で あつ て も,こ れ を執 行 し えな い(notenfOrceable)こ

とが往 々あ る。 例 えば,法 定 の形 式 で そ れが 締 結 され なか っ た た めに 。 さ よ う
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な執行力 の拒否は と くに商事売買について見出され る。 一定 の契約が執行 され

うるためには書面 の形式 を必要 とす るとい う原則 は,イ ギ リス法か ら継受 した

もので ある。

契 約上の取極 めに もとついて,当 事者は双方義務 を果 さねばな らず,他 面 こ

れに対 応 して権利 を主張す る ことがで きる。

契約が終了 した ときは,当 然そ の拘東力は な くな る。契約の終了 は,履 行 ・

満期 ・更改 ・履 行不能 ・破棄 な どによつて もた らされ る。

{2}売 買契約 。 商 法上の売買契約 には条件附 の もの と無条件 の ものとが あ
¢(1)

る。 無条件 の売 買契約について 多 くの州 は統 一売買法を採 用 してい る。条件附

の売買契約 はア リゾナ,デ ラウ ニア,ニ ユー ・ヨー ク,ウ ヱス ト・バヂニアな

ど若干 の州では統 一条件附売買法 によ る こ と に な つ てい るが,そ の他の州 で

は,コ ネテ ィカ ト,メ イ ン,ワ ィオ ウ ミングな どが特別な州立法 を もつて臨ん

でい るほか,大 低 この条件附売買 を認 めない。 以下には二種 の売買契約を統 一

法案によつ て説 明す る。

a)売 買 の成立 。 あらゆ る売買契約 は権利能力 および行為能力 あ る人 々に

よつ て締結 され うる。 その場 合,権 利能力お よび行為能力 とい う要件 は,当 該

州 の一般的 な法律 によつて定 ま る。 いずれにせ よ,未 成 年 者 ・精 神 病 者 な ど

は,売 買契約に もとついて取得 した もの を返済 しなければな らない。

売買契 約の口頭 によ る締結はそれ として有効で あるが,詐 欺 防止法は,イ ギ

リス法 に倣い,あ る種 の契約が書面 によ り締結 され ねば執行力 を有せ ぬ旨 を規

定 して い る。勿論,買 手が商品 の全部 または一部 を受領 して是認 した り,そ の

代価 の全 部または一部 を支払つ た りしたよ うな ときは,こ の限 りで ない とされ

てい る。一般 に500ド ル を超え る商 品 売 買 契 約 は 書面で締結 されねばな らな

い。 尤 も,統 一売買法に定 め られた この限界価格 は各州法で様 々に変更 されて

い る。最高 はオハ ィオ ウの2,500ド ルか ら,最 低は アー カンサスの30ド ルまで

ある。大低 の州は何 らの限界価格 を定 めず,あ らゆ る種類 の口頭契約 を認 めて

い るが,フ ロリダ,ア ィアワな どでは あらゆる口頭 売買契約 を無効 と宣言 して

(1)E.g.Alabama,Connecticut,IHinois,Massachusetts,NewYork,Oregon,
wisconsin.



ア メ リ カ 商 法 の 展 望(喜 多)-15-

・い る 。

b)売 主 の義務。売買契約 に もとづ き,売 手 は買手 に目的物 の所 有権 を得 さ

しめねば な らない。盗品 その他不法 に取得 された物品 について は,買 手がいか

に善意で あつて も,そ の譲受 によつて所有権 を得 るこどにはな らない。通常,

所 有権の譲渡は売手 の営業所 において行 われ る。 しか し,目 的物 た る商品が偶

々特定 の倉庫 に倉入れ されてあ る場合 には,売 手 は統 一倉庫証劣法 または当該

州 の特別法規 に もとづ き倉庫 業者 と予め倉庫契約 を締結 し,倉 庫証劣を取得 し

てい るで あろ うか ら,そ の商品 の所有権譲渡のためには,彼 は 次 の 義 務 を果

せ ばよいのであ る。 す なわち彼 は 倉 庫 証 券 を通 常 の 指 図証 券(negotiable

instrument)に 準 じて 目的物 の買手に譲渡 し,彼 の受託者(hailee)と しての倉

庫管理 人に対 し,入 庫 中の当該 目的物 をその取得者 た る買手 に引渡すべ き旨の

指 図 を与 えなけれ ばな らない。 また,売 手が取極 めに従 つて買手 の住所または

営業所で商品 を引渡すべ き義務 を負 うことが暫々 ある。 この ことは契約 また曝

その場合の事情 か らして推論 され るので あつて,例 えば売手が運賃その他の引

渡費用 を支払わねばな らぬ場合(C・1.F.渡 し)で ある。 さよ うな場合には,

売手 は公運送人(commoncarrier),例 えば鉄 道会社 ・船 舶 会 社 な どを利用す

るで あろ う。 運送契約は各州 によつて,ま た権限の範囲 内では連邦 によつて規

律 され る。各州 は このため多 く統 一船荷証劣法を採 用 して い る。 連邦 法規 は連

邦船荷証券法(1'omerenceAct)の なか にあ り,そ の海上運送 に関す る規定は

海 上貨物法(GoodsofSeaAct)の なかに見出 され る。運送業者 は荷送人 にい

わゆ る船荷証券 を発行す る。その標準様式 には,買 主がその取得 した商品の引

渡(暫 々-C・0・D.渡 し一一買入価 格の支払後)を 受け うる旨,定 め られ

る。 しか し,船 荷証券 は買主 に も譲渡 され うるので あつて,買 主 は これに よ り

そ の商 品 を入手す る権限を もつ ことにな る。

商品 の危険負担は当然に所有権譲渡 と債務発生 との時点 を基準にする。 当事

者 の何れ もが損害の責任々負担 しなけれ ば,全 契約 は 取 消 さ れ(avoided)う

る。

'売手が 引渡義務 を守 らな
い と きは,買 手 は種 々の救済手段 を もつ。彼 は引渡

請求 の訴訟 を起 し うること勿論で あ る。 商品が約定 の時期 にではな く,遅 れて
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到 着 して も,彼 はそ れ を受領 して,引 渡 の遅 延 を理 由 に損 害 賠償 を要求 す る こ

とが で きる。 しか しま た,彼 は商 品 の受領 を拒 絶 して,契 約 の解 除 を宣 言す る

こと もで きる・ 但 し・彼が例 えば指図 を怠つ た ことによ り延着 の責任 を有 陽た

ときは,こ の限 りで な小 。

売手が商品 の特 別 な保証 をはつ き りと引受け ることも,実 際には稀 でない。

この保証 は彼 の処分権,品 質 ま た は数 量 に関す るもので あ る。 さよ うな場合

に,売 手が 自己の担保義務に違反す るな らば(breachofwarranty),買 手 は 自

己の権利 を成就す る一連の可能性 を もつてい る。 彼 は商品 を受領 し,買 入価格

の減額 を請求 し うる。 しか しまた,商 品 を受領 して,売 手 の契約違反を理 由に

損害賠償 を請求す ること もで きる。 商品が まだ 「引渡」 されていなければ,そ

の受領 を拒絶 して,売 手 に損 害 賠 償 の義務 を負 わ しめ ることがで きる。 しか

し、商品 の所有権が既 に譲渡 されて しまつて あるな らば,売 手 にそれの処分 を

まかせ て,契 約 の解除を宣言 し,そ の支払 つた代金 の返還 を請求 して もよい。

売買契約締結 の際 には,買 手 はその買取つた商品 を調査吟味す る可能性を当

然 もたね ばな らない。彼 がそ うす る何 らの機会 を もたなかつたな らば,引 渡後

に,契 約通 りの引渡が あつたか 否か を確認す るに充分 なだけの時間 を,彼 は も

たなければな らない。売手が見本によ り売渡 したと きは,そ の売手は,商 品が

見本 と全 く同等の ものであ るべ きことの保証 を引受 けた ことにな る。 筍 も契約'

上の担保が あ るな らば,買 手が事後 にやつ と暇疵 を発見 したか らといつて,売

手 の責任 は勿論解除 されない。但 し,売 手は買手か ら暇疵の発見後 ただ ちにそ

れ の通知 を受 けなければ,こ の限 りではない。

c)買 主 の義務。 買手 は売買契約 に もとづ き,そ の買 取 つ た商 品 を受領

し,と くにその代価 を支払 うべ き義務 を負 う。買取価格 と商品 受領 とは密接 な

関連が ある。 すなわち,支 払 は商品 の受取 と同時 に行われ ねばな らない。売買

価格は契約 において明確 に定 め られ るか,あ るいは決定 し うるもので あ るべ き

であ る。別段の特約が なければ,「 相 当な」価格が意欲 され た ことにな る。

元来,支 払は現金で,し か も1933年 に連邦議 会が承認 したよ うな所定の支払

手段(1egaltender)で,行 われねばな らない。 しか し,契 約 で特 別な支払手 段

が明示的 に約定 されて ないな らば,買 手は通常の支払手段 を使用 し うるで あろ
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う。1かか る支 払 手 段 は,各 州 が これ を決 定 しな けれ ば な らない 。 各州 は全 部,

統 一 流 通 証 券 法(1895年)を 採 用 した。 本 法 は小 切手 ・為 替 手形 ・約束 手形 な

ど を取 扱 つ て い る。

ア メ リカで最 も一 般 的 に慣 用 され る支 払手 段 は小 切 手 で あ る。 あ らゆ る支 払

債 務 の 殆 ど90%が 小 切 手 で決 済 きれ てい るとい われ る。 小切 手 とは,振 出人 に

よつ て署 名 きれ た金 融 機 関 へ の指 図 証 券 で あつて,そ の所 持 人 ま たは彼 の指 名

した者 に所定 の金 額 を支 払 うべ き旨 の 指 図(Order)を 表 示 す る 。 そ の 証 券

(Scheck)は 引受 の ため に呈示 され る ことを要 しない 。他 面,金 融 機 関,普 通 に

は銀 行 の方 で も,持 参 人 に対 して直 ち に支 払 を なすべ き義 務 は な い。 しか し,

金 融 機 関 が 小 切 手 を 「支 払 保 証 」(Bettitigung)し た と き に は(certified

check),支 払 を なす に充 分 なだ け の資金 が 存 在 し、 か つ そ れが この 目的 の た め

に 自由 に処分 し うる旨 の表 示 が な され た ことに な る。 金 融機 関 は あ る期 間 内 に

小 切 手 の振 出人 に決 済計算 書 を与 え る。 振 出人 は これか らして,ど ん な小 切手

が 呈示 され た か を看 取 す る こ とが で きる。 彼 は遅 滞 な くそ れ らの小 切 手 を調 査

しな けれ ばな らな い。 ニ ユ ー ・ヨー ク州 の よ うな と ころで は,そ の た め の期 間

を確 定 して い る。 そ の期 間経 過後 は,金 融 機 関 の側(る,偽 造 小 切 手 が あ つ て

も,そ の支 払 の責 に任 じ ない 。 故 意 に 無 担 保 小 切 手 を振 出 す 者 は,処 罰 され

る。 銀 行 は無 担 保 の小 切手 の振 出 につ いて特 別 料 金 を徴 収 す る のが慣 わ しで あ

る。 小 切 手 の所 持 人 が いつ そ の小 切 手 を銀 行 に呈示 しなけ れ ば な ら ぬ か は,

法 律 に詳 細 に 規 定 さ れ て は い な い 。 た ん に 「相 当 の 期 間 内 に 」(within

reasonabletime)呈 示 きれ ね ば な らぬの で あ る。小 切手 は裏書 に よつて 譲 渡 し

うる。

信 用 取 引 と して売 手 は買手 か ら往 々約束手 形(promiSSorynote)を 取得 す る

こ とが あ る。 これ は,振 出 人(make・)が 他人(payee)・ こ こで は売 手 に,ま

た は そ の指 図 に もとづ き更 に他 の者 に一定 の金額 を一 覧 払 す るか,ま たは一 定

の時 期 に それ を支 払 うとい う,署 名 ある書 面 に よ る無 条件 の約束 で あ る。 この

証書 に よ り確 定 され た約束 もま た裏 書 に よつ て 「譲 渡 し うる」(negotiable)。 約

束 手 形 の振 出人 は それ に もとづ き責任 を負 う。 引受 の ため にす る呈示 は規 定 さ

れ て い ない。 確 定 日にお け る支 払 の ため の呈示 もま た,裏 書 人 をそ れ に も とづ
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き責 に任 ぜ しめ,ま た は満期 日以 降 の利 息 を 振 出 人 か ら請 求 す る場 合 に 限つ

て,必 要 と され るにす ぎな い 。そ の場 合,呈 示 は振 出人 の営 業所 にお い て行 わ

れ な けれ ばな らな い 。支 払 後,約 束 手形 は振 出人 に返還 され る。

為 替手 形 は ア メ リカで は売 買 取 引の支 払手 段 として滅 多に使 用 され な い。 つ

ま り,そ れ は一 般 には い わ ゆ る金 銭 支 払指 図書(billofexchange,draft)の 形

式 に お い ての み現 れ る。 この手 形(gezOgenerWechSel)は,第 三者(payee),

ここで は売手 ま た はそ の指 図 に もとづ き更 に他 の者 に,指 定金 額 を一 覧 払 す る

か,ま た は一定 期 限 にそ れ を支 払 うべ き旨の ・振 出人(drawer)の 署 名 あ る書

面 に よ る他 人(drawee)へ の指 図で あ る。支 払 人 は そ の指 図 を 引受 け るまで は

(acceptor),そ れ に もとづ き責 を負 わ ない 。 か よ うな証 書 は 「譲 渡 性 あ る」 支

払 手 段(negotiableinstruments)で あ るか ら,裏 書 に よつ て譲 渡 され うる。

証 書 の所 持 人 が支 払 人 に のみ な らず,振 出人 お よび裏 書 人 に も自己 を主 張 し

よ うとす るな らば,支 払 人 に対 し引受 のた め にす る呈示 を し な け れ ば な らな

い 。 支 払 人 が一 証 書 の表 面 に記 載 す る こ とに よつ て 自己 の 引受 を表 示 す

ると きは,彼 が そ の手 形 をい わ ゆ る 「不 名誉 に し な い」(honOrieren)旨 の表

示 が あつ た ことに な る。 引受 の ため にす る呈示 は,振 出後 「相 当 の期 間 内 に」

して,し か もい ず れ にせ よ手 形 の満期 前 に,行 わ れな けれ ば な らな い 。 その 上

で,な お支 払 の た めにす る呈示 が な され ねば な らない 。 こ の呈示 の場所 お よ び

時 期 に 関 し,詳 細 な規 則 が あ る。 もし も支 払 人 が支 払 の た めに す る引受 を拒 絶

し,ま たは支 払 義務 者 が 支 払 を拒 絶 す るな らば,州 外手 形(fOreignbill),す な

わ ち振 出地 た る州 と同一州 内 にお いて 支 払 わ れ えない手 形 に つ い て は拒 絶証 書

が 必 要 で あ る(小 切 手 につ い て もま た然 り)。 取 引生 活上 は実 際 的理 由 か ら拒

絶証 書 は,絶 対 必 要 で は ない と きで も,作 成 され る。そ れ は,手 形 が 呈示 され

た が 不 名誉 に終 つ た とい う公 証 人 一 一ま た は証 人 と して居 合 わせ た有 力 者

の認 証 を含 む。手 形 上 の責 任 者 はす べ て この拒 絶 の通知(noticeofProtest)を

受 け る。'

買 手 が そ の 買取 つ た商 品 の 受領 義 務 また は そ の代 価 の支 払義 務 を所 定 の形 式

で 履 行 しない な らば,売 手 は 自己 の権 利 を成 就 す るため に種 々な る法 的 救済 手

段 を用 い る ことが で きる。 それ らの手 段 は,彼 が 当該商 品 の 占有 お よ び所 有権
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を既 に譲 渡 したか 否 か に よつ て,異 る。

彼 が商 品 の所 有 権 は既 に譲 渡 した が,そ の 占有 を まだ 維 持 して い るな らば,

彼 は該 商 品 上 に法 定質 権 を主 張 で き,事 情 に よつて は該 商 品 を売 却 して,そ の

売 得 金 か ら当初 の約定 売 買価 格 に相 当す る弁 済 を受 け る ことがで きる(Se11er's

lien)。 彼 が商 品 を所 有 権 譲 渡 の 目的 で既 に運送 業者 に移 転 し た な ら ば,彼 は

支 払能 力 や支 払 意 思 の な く な つ た 買 手 へ の 引 渡 を 差 止 め る こ と が で き る

くstoppageintransitu)。 さよ うな場 合 に,彼 はそ の商品 を他 に譲 渡 して,弁 済
の

を受 けて もよい 。

買手 が 約定 の先 払義 務 を期 限 に履 行 しない 場合 に,商 品 が まだ 買 手 に 引 渡 き

れ てい な い な らば,売 手 は契 約 を解 除 す る こ とが で きる。 そ うす れば,契 約 は

恰 も締結 きれ な かつ た よ うに な る(absolu亡erescission)。 なお,彼 は 損 害 賠償

請 求 権 を主 張 して もよ い(qualifiedrescission)。

買 手 が商 品 を既 に取得 したが,ま だ 代価 を支 払 つ て い ない な らば,売 手 は約

定 の売価 を訴求 す る ことが で き る。 買手 が約 定 通 りに提 供 され た商 品 を受領 し
ホ

よ うとせ ぬ ときは,売 手 はそ の不履 行 を理 由 に損 害 賠償 を請求 し うる。

売 手 が どん な場合 に も上 述 の諸手 段 を重畳 的 に行 使 し うるか,そ れ と も一手

段 のみ を選 択 的 に固 執 せ ね ば な らぬか につ い て は,一 致 した意 見 はな い 。

d)特 殊 の売買 。 ア メ リカ生 産 力 の 向 上 に伴 い,増 大 す る生 産 物 の 売 れ行

哨きに遺憾 な きを期 す るた め に
,消 費 大衆 に割 賦 販売 を利用 させ よ うとす る試 み

が な されて きた 。 割 賦 販 売 は 最 近 で は実 に何 百 万 ドル もの売上 高 に達 して い

る。 他方 に おい て,買 手 が その 割 賦義 務 を果 さなか っ た場 合 に,売 手 の充 分 な

安全 を担 保 す るた め に,立 法 的 考 慮 が な されな け れ ばな らなか つ た 。 す なわ

ち,条 件 附 販売(conditio1・alsale)と 動 産譲 渡抵 当(chattelmortgage)と の

二 種 の担 保 方 法 を導 入 した ので あ る。 条 件 附 売 買 の 規 則 に つい て は,ア リゾ

ナ,デ ラウ ェア,ニ ユ ー ・ヨ ー ク,ウ ィス コ ンス ィン な ど一 連 の州 は統 一 条件

鮒 売 買 法 を実 施 し,他 の諸州 で は類 似 の規 則 を制 定 した。 動 産 譲 渡抵 当 の原 則

な 普 通 法 か ら摂 取 した もので あ る。

条件 附 売 買 に あつ て は,売 手 は 目的物 の 占有 を移 転 す るが,し か し買手 が支

払 を完 済 す るま で の間,そ の所 有 権 を留 保 す る。
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動産 譲 渡 抵 当 は 目的物 の所有 権 譲 渡 を要 件 とす る が,し か し買手(chattel

mOrtgagOr)の 側 か ら売手(ChattelmOrtgagee)e(一 一種 の 質 権(lien)を 許 与

し,こ れ に もとづ き,買 手 の 支 払義 務 の不履 行 また は不完 全 履 行 の場 合 に,売

手 が 権 利 を恢 復 す るこ とが で きる もの で あ る。

条 件 附 で売 渡 した商 品 の善意 取得 者 に対 して 売主 を保 護 す るた め に,統 一 法

は,条 件附 売 買契 約書 が 官 庁 に提 出(filing)さ れ るべ き ことを規 定 して い る。

統 一 法 を採 用 しなか つ た州 で も,例 えば、 コネ テ ィカ ト,オ ハ イオ ウ・ ミネ ソ

タのよ うに,同 様 な特 別規定 を置いてい るものが 多い。 動産譲渡抵当の場合に

も,売 手 は これ と似 た規定 によつて保護 を受 け る。 これ に関連 して,買 手 は,

商品 を取得す るや否や,そ れの喪 失または殿損 の危険 を も引受 け るとい うこと

も,強 調 されて よい。

「条件附で取得 した」 商晶 の買手 が 自己 の支払義務 を妥 当に履 行 しない な ら

ば,売 手は 買 手 との 合 意 ま たは裁判所 の決定 に もとついて一一 その商品

の返還 を請求す る権利が ある。 いかに も各州法 で規定 はまちまちであ るが ・し

か し一般 には,買 主 が債務 および費用を弁済 した場 合には,目 的物の受戻権 は

買主 の もので あ る。彼 がそ うしなければ,売 主 は目的物の転売 によつて 一 時

には競売 によつ て一 損害 を回避す ることがで きる。 その場合,売 得金 に剰余

が出れ ば,そ れは買主 に帰属す る。 若干 の法律では,損 害 回避 のためにす る商

品 の転売 は規定 されていない。 取戻権 を行使 した売手は,目 的物 を自由に処分

し うる。

動産譲渡抵当の場合 に,買 手が 自己の支 払義務 を妥当 に履行 しなけれ ば,売

手 は裁判所 に受戻権喪失(fOreclOSUre)を 宣 告せ しめ,そ れ とともに,売 渡 し

た 目的物上 の 自己 の権利 に対立す る権利 を排斥す ることが できるのが,一 般 で

ある。彼 は,裁 判所 の決 定を得 るや否や,抵 当物件 を売却 して,売 得金(公 売

におけ る)か ら弁済 を受け うる。二 ・三の州では,裁 判所 の命 令がな くと も,

その売却 をな し うることを認 めてい る。勿論,こ の命令は,商 品 の厚意的引渡

が成就 され うると きには,可 能 で ある。

B螢 業 制 限

アメ リカ建 国直後 は営業取 引上の競 争は 自由 に放任 された。 この傾 向は永 い
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澗 維 持 され た。 しか し,経 済 活動 が 広 範 囲 とな るにつ れ て,行 き過 ぎに対 す る

姻 家的干 渉 が愈 々必 要 な もの となつ て きた 。 先 ず,そ れ は個 々の州 の全 面 的 自

治 に委 せ られ た 。憲 法 上 各州 に属 す る警 察 権 力(policepower)に も とづ き,

各 州 は公 衆 保護 の た めに商 品 の品質,公 正価 格,適 正 利 潤 な どに関 す る法 規 を

制 定 した。 これ らの諸 規 定 は極 めて 簡 単 な 内容 の もので あつ た。

営 業 取 引 が と くに外 国市 場 へ まで 拡 大 し,ま た株 式会 社 そ の他 の複 雑 な企 業

形 態 が 成 立 して以 来,連 邦 法 に よ る規 制 の必要 もま た切 実 とな つ た 。 そ こで,

連 邦議 会 は憲 法の い わ ゆ る通商 条 項(comrmerceclaUSe)を 適 用す るこ とを決 議

した。

この領 域 にお け る最 初 の重 要 な制 限法 規 は シャー マ ン反 トラス ト法(Sherman

AntitrustAct)(1890年)で あつ た 。そ れ は独 占お よび カル テル を 禁 圧 しよ う

とす る もので あつ た。 自由 な取 引 を阻害 しよ うとす る結 合そ の他 の共 謀 は処 罰

きれ るべ き もの と宣 言 され た。 そ して被 害 者 には 法規 定 に も とづ き高額 の損 害

賠 償 を与 え る判 決 が 下 され えた。 本 法 はそ の後1914年 に い わゆ る ク レイ トン法

Si(ClaytonAct)に よつて 更 に補 完 され た 。 この法律 は差 別 価 格,拘 束 契 約,そ

の 他 大 企 業 間 の 自由競 争 を不 能 な らしめ るよ うな 行為 を禁圧 す るのが狙 いで あ

つ た。 尤 も,そ の後,あ る事情 の も とで は差 別 価 格 の 適 当 な る こ とが わ か

っ たの で,例 外 的 な場 合 を限 つ て そ れ を 認 め る ロ ビ ン ソ ン ・パ ッ トマ ン 法

てRobinson・PatmanAct)(1936年)が 施 行 さ れ た 。 ミ ラ ・タ イデ ィン グ ス 法

くMiller・TydingsAct)(1937年)に 至 つ て は,シ ャー一マ ン反 トラス ト法 に原 理 的

・に対 立 して,最 低 販売価 格遵 守 の取極 めが 商品 の製造 者 と販 売者 との間 で 明示

約 に確 定 され た と きは,そ れ を有 効 とす ると宣 言 した 。だ が,そ の他一 切 の場

合 につ い て は,か か る取極 め の実行 は マグ ア イア法(McGuireAct)(1952年)

・に よつ て不 可能 と され,そ れ と共 に,自 由 競 業 は きつ ぱ りと制 限解 除 にな つ

た。

そ の他 に,不 正 競 争 防 止あ 法 規 が あ る。1914年 連 邦議 会 に お いて連 邦 取 引委

員 会(FederalTradeCommission)fOSoく られた 。 これは不 正 の営 業行 為 を取

締 る もの で,こ の 目的 の た め に広汎 な権 限 を有 し,独 占的行 為 のみ な らず,詐

欺 的 行為 お よびそ の他 の不正 な営 業 上 の行 為 を阻止 し よ うと した 。 例 え ば,不
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当 な商 号 使 用,虚 偽 の新 聞広 告 お よび そ の 他 の欺 岡 手段 を禁圧 す るとい う任 務

が そ れに与 え られ た の で あ る。 更 に,ホ ィー ラ ・リー法(Wheeler。LeaAct)

(1938年)お よ び毛 織 物商 標 法(WoolProductsLalelingAct)(1939年)の 適

用 に 当つ て,食 料 品 ・薬 剤 そ の他 の雑 貨 ・化 粧 品 に関す る虚偽 の表 示 や,毛 織

物 の変 造 お よ び詐称 販 売 に対 して,干 渉 す る こと も,そ の任 務 の一 つ で あ る。

なお,各 州 にお い て も,競 争制 限 行 為 お よ び不 公 正 な 営業 方 法 を禁圧 す る連

邦 法 と同様 な趣 旨 の沢 山 の法規 を制 定 して い る。 そ して,そ の遵 守 は,連 邦 取 、

引委 員 会 と同様 な州 の機 関 に よつ て監督 され て い る。

㎜ 特 別 商 法

(1)銀 行業。 連邦銀行制度 と各州銀行制度 との二体系があ る。 前者が行政

上 の重要性 を有す るのに対 し,後 者 とくに商業銀行 は商取引上 重要 な意義が あ

る。銀行取 引の規制 については,一 般 法による州 と特別法 によ る州 とが あ る。

いずれ にせ よ,銀 行営業は州政府 の監督 に服す る。 企業形態 としては,株 式 会

社 で あるのか普通 であ るが,銀 行証劣 の支払性 を担保す るため,そ の企業活動
■

には特 別 の法 的制 限 が加 え られ る。 勿 論,銀 行 約款 は詳 細 な規 定 を含 むが,貸

付 ・投 資 ・預金 に つ い て法定 の制 限 が あ る.銀 行証 券債 権 の取立 につ い て は,

ア メ リカ銀 行協 会(AmericanBar)kersAssociation)の 起 草 にか か る銀 行 債 権

取 立 法(BankCollectionCode)を 採 用 してい る州 が 多 い 。 債 権 担 保 の た め

に,銀 行 の占有 す る一 切 の財 産 上 に法 定質 権 が認 め られ るが,勿 論 これ は特 約

で排 除 し うる。 営 業地 外 の他 の州 で設 立 され たい わ ゆ る州 外銀 行 につ いて は,
ヒ

各州 法 に特 別 規 定 が あ る。

{2)保 険 業 。 ア メ リカ保 険 業 の発 達 は 目ざま しい ものが あ る。 保険 事故 の

種 類 だ けで も,例 えばニ ユ ー ・ヨ ー ク保 険 法 は22を 数 え る。 保 険会 社 は 大低 株

式 会社 の形 態 を採 るが,被 保 険 者 相 互 に保 険 者 とな る相 互 会 社 の形 態 もあ る。

一 般 に保 険 業Q規 制 は各 州 の 権 限 で あ る が,全 国 保 険 監 督 協 会(National

AssociationofInsuranceCommissioners)の 起 草 した法 案 が 各 州 に 多 くの点 で

採 用 され た ので,州 法 上或 程 度の 統 一性 が あ る。い か に も判 例 は連 邦 法 で 保 険

業 を規制 し うる 旨 を連 邦 憲 法 の 通商 条 項 に もとづ き認 め て い るが,さ よ うな連
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邦法はまだ存在 しない。 保険契 約は必ず しも書面 に よ ることを要 しないが,通

例 は保険証券の形式 で,し か も今 日では標準様式 に従つてい る。その約因 は通

常 プ レミフムで ある。故 に,特 約な きか ぎ り,保 険証劣の交付 とプ レ ミアムの

第一回支払が あつ た ときに,保 険契約は成立す る。 保険料 の支払 については,

猶予期間 の慣習が あ る。 保険契約者 の不当な陳述 は契約 の効力 を左 右す る。

(3)海 商 法。 アメ リカ海法(AdmiraltyorMaritimeLaw)は 特別 な法域

として,商 法関係 の教科書では殆 どこれに触れていない。 これ も元 来は イギ リ

ス伝来の もので,特 別 の裁判所 を設置 して,運 用 に当 らせていたが,今 日で は

連邦裁判所 の管轄 に属 してい る。 連邦憲法上は手続上の権限 のみが連邦 にあ る
(1)

か の よ うに見 え るが,司 法 部 の 多数 意 見 で は実 体 上 の権 限 も連 邦 に あ り と し

て,疑 わ な い 。 しか し,通 説 に よれ ば,各 州 もま た この領 域 に お け る立 法 権 を

排除 されて は い な いが,州 法 を もつ て連邦 法 ま た は国 際法 上 の海 法原 則 を破 る

ことは で きない 。 あ る請 求 権 の海 法 的性 格 は,船 舶 と関 連づ け られ うるか,ま

た 「航 行 可 能水 域 」(navigablewa亡er)で 発生 した か に よ る。

結 言

以上 に概 見 した通 り,ア メ リカ商 法 は極 め て複 雑 多岐 で あつ て,そ の 簡素 化

を 目的 と して,各 州 選 出 の委員 が無 数 の統 一 法案 を起 草 し,そ の採 用 を各州 に

勧 告 した に も拘 らず,商 法 の統 一 的 基礎 は固 ま らなか つ た。 最 近 に な つて,ア

メ リカ法律 協会 が 包 括 的 な統 一 法 案 を ま とめ上 げ た けれ ど も,楽 観 は なお許 さ

れ ない で あろ う。 恐 らくペ ンス ィル ベ ニ アに倣 つて,そ れ を採 用 す る州 が他 に

も出 る こ とで は あろ うが,結 局 は,統 一的 法 規制 は 申央 の連 邦 政 府 を通 して の

み行 われ うる とい うこ とが 認識 され ね ば な るまい 。 勿 論,こ の こ とは憲 法 の改

正 に侯 た ね ばな らぬ と ころで あつ て,し か も憲 法 の改 正 は き わ め て 困 難 で あ

る。 こ こに,ア メ リカ商 法 の大 きな聞題 が あ る。

(1)Const.,Art.工IISect.2.




